
（１）外国往来船等と陸地との間の交通場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

博多港国際ターミナル２階の税
関出国検査場から出国審査
ブースを通り、コンコースから各
船会社のボーディングブリッジ又
はオープンゲートを経て中央ふ
頭浮き桟橋、中央ふ頭第４号岸
壁から同第６号岸壁に係留する
外国往来船に至る通路

福岡市博多区沖浜町３番地１
８４地先、３番地１、３番地１地
先及び３番地９５地先

出国する旅客及び乗組員並
びに関係船会社の業務に従
事する者に限る。

中央ふ頭浮き桟橋、中央ふ頭第
４号岸壁から同第６号岸壁に係
留する外国往来船から各船会
社のボーディングブリッジ又は
オープンゲートを経て博多港国
際ターミナル２階のコンコースを
経て税関入国旅具検査場に至
る通路

〃 入国する旅客及び乗組員並
びに関係船会社の業務に従
事する者に限る。

中央ふ頭浮さん橋、中央ふ頭第
４号岸壁から同第６号岸壁の背
後地に設置されたソーラスフェン
スに設けられたゲート６か所

福岡市博多区沖浜町３番地
１、３番地１地先及び３番地９５
地先

フェンスに囲まれた岸壁に係
留する外国往来船と陸地との
間を交通する者に限る

中央ふ頭クルーズセンター内税
関出国検査場から同クルーズセ
ンターを通り、中央ふ頭第５号又
は同第６号前面岸壁を経て、同
岸壁に係留する外国往来船に
至る通路

福岡市博多区沖浜町２４番
２５号

出国する旅客及び乗組員並
びに関係船会社の業務に従
事する者に限る（博多港中央
ふ頭第５号岸壁又は同第６号
岸壁に外国往来船が係留し
ている期間に限る。）

中央ふ頭第５号岸壁又は同第６
号岸壁に係留する外国往来船
から前面岸壁を経て中央ふ頭ク
ルーズセンターを通り、同クルー
ズセンター内の税関入国旅具検
査場に至る経路

〃 入国する旅客及び乗組員並
びに関係船会社の業務に従
事する者に限る（博多港中央
ふ頭第５号岸壁又は同第６号
岸壁に外国往来船が係留し
ている期間に限る。）

中央ふ頭第５号岸壁背後地（中
央ふ頭クルーズセンター南東側
及び北東側）に設置された可動
式ゲート２か所

〃 中央ふ頭第５号岸壁又は同
第６号岸壁に係留する外国往
来船と陸地との間を交通する
者に限る

中央ふ頭第９号岸壁前に設置さ
れたソーラスフェンスに設けられ
たゲート３か所

福岡市博多区沖浜町３番１地
先及び３番１２３地先

フェンスに囲まれた岸壁にけ
い留する船舶と陸地との間を
交通する者に限る。

博　多　港



須崎ふ頭第１号岸壁から同第４
号岸壁の間に設置されたソーラ
スフェンスに設けられたゲート５
か所

福岡市中央区那の津４丁目４
４番地先

〃

須崎ふ頭第５号岸壁に設置され
たソーラスフェンスに設けられた
ゲート２か所

福岡市中央区那の津４丁目４
３番地先

〃

箱崎ふ頭第４号岸壁から同第５
号岸壁の間に設置されたソーラ
スフェンスに設けられたゲート７
か所

福岡市東区箱崎ふ頭１丁目２
７番地先及び２８番１地先

〃

箱崎ふ頭第６号岸壁前に設置さ
れたソーラスフェンスに設けられ
たゲート２か所

福岡市東区箱崎ふ頭１丁目３
１番

〃

箱崎ふ頭第１２号岸壁から同第
１３号岸壁の間に設置された
ソーラスフェンスに設けられた
ゲート４か所

福岡市東区箱崎ふ頭６丁目５
番３２及び５番３０

〃

箱崎ふ頭第１５号岸壁から同第
１６号岸壁の間に設置された
ソーラスフェンスに設けられた
ゲート７か所

福岡市東区箱崎ふ頭４丁目３
１番地先及び３２番地先

〃

香椎２号岸壁から同３号岸壁の
間に設置されたソーラスフェンス
に設けられたゲート４か所

福岡市東区香椎浜ふ頭４丁
目１３番１及び１３番５

〃

香椎４号岸壁から同５号岸壁の
間に設置されたソーラスフェンス
に設けられたゲート４か所

福岡市東区香椎浜ふ頭４丁
目１４番及び１６番

〃

香椎６号岸壁に設置されたソー
ラスフェンスに設けられたゲート
２か所

福岡市東区香椎浜ふ頭４丁
目１８番

〃

香椎８号岸壁から同９号岸壁の
間に設置されたソーラスフェンス
に設けられたゲート４か所

福岡市東区香椎浜ふ頭３丁
目１７番１

〃

アイランドシティ５号岸壁に設置
されたソーラスフェンスに設けら
れたゲート１か所

福岡市東区みなと香椎１丁目
２５番１

〃

アイランドシティ６号岸壁から同７
号岸壁の間に設置されたソーラ
スフェンスに設けられたゲート２
か所

福岡市東区みなと香椎１丁目
２５番６及び２９番

〃

（２）貨物の積卸場所（船用品、機用品及び携帯品を除く。）

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

中央ふ頭浮さん橋 福岡市博多区沖浜町３番地１
地先



中央ふ頭第４号岸壁から同第５
号岸壁まで(全長４８９メートル)

福岡市博多区沖浜町３番地１
地先及び３番地９５地先

中央ふ頭第８号岸壁から９号岸
壁まで(全長１７６メートル)

福岡市博多区沖浜町３番１地
先及び３番１２３地先

須崎ふ頭第１号岸壁から同第４
号岸壁まで（全長６８３メートル）
及び同第５号岸壁 （全長１３０
メートル）

福岡市中央区那の津４丁目４
４番地先及び４３番地先

箱崎ふ頭第４号岸壁から同第６
号岸壁まで(全長５５５メートル)

福岡市東区箱崎ふ頭１丁目２
７番地先、２８番１地先及び３１
番

箱崎ふ頭第１２号岸壁及び第１３
号岸壁(全長５３４．５６メートル)

福岡市東区箱崎ふ頭６丁目５
番３２及び５番３０

箱崎ふ頭第１６号岸壁 福岡市東区箱崎ふ頭４丁目３
２番

箱崎ふ頭１５号岸壁（全長１８５
メートル）

福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１
００４番１

香椎１号岸壁、同２号岸壁及び
同３号岸壁（全長３９０メートル）

福岡市東区香椎浜ふ頭４丁
目１３番３、１３番１及び１３番５

香椎４号岸壁及び同５号岸壁
（全長３００メートル）

福岡市東区香椎浜ふ頭４丁
目１４番及び１６番

香椎６号岸壁（全長１９０メート
ル）

福岡市東区香椎浜ふ頭４丁
目１８番

香椎８号岸壁及び同９号岸壁
(全長２６０メートル)

福岡市東区香椎浜ふ頭３丁
目１７番１

アイランドシティ５号岸壁から同７
号岸壁（全長８７０メートル）

福岡市東区みなと香椎１丁目
２５番１、２５番６及び２９番

（３）船用品、機用品及び携帯品の積卸場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

中央ふ頭浮さん橋、中央ふ頭第
４号岸壁から同第６号岸壁

福岡市博多区沖浜町３番地
１、３番地１地先及び３番地９５

岸壁に係留する外国往来船
に積卸するものに限る

 
中央ふ頭第８号岸壁から同第９
号岸壁まで

福岡市博多区沖浜町３番１地
先及び３番１２３地先

 〃

須崎ふ頭第１号岸壁から同第４
号岸壁まで

福岡市中央区那の津４丁目４
４番地先

 〃

須崎ふ頭第５号岸壁 福岡市中央区那の津４丁目４
３番地先

〃

箱崎ふ頭第４号岸壁から同第６
号岸壁まで

福岡市東区箱崎ふ頭１丁目２
７番地先、２８番１地先及び３１
番

〃

箱崎ふ頭第１２号岸壁及び同第
１３号岸壁

福岡市東区箱崎ふ頭６丁目５
番３２及び５番３０

〃



箱崎ふ頭第１５号岸壁及び同第
１６号岸壁

福岡市東区箱崎ふ頭４丁目３
１番地先及び３２番地先

〃

香椎２号岸壁（同２号岸壁から同
３号岸壁の間に設置されたソー
ラスフェンスに囲まれた岸壁８５
メートル）及び同３号岸壁

福岡市東区香椎浜ふ頭４丁
目１３番１及び１７番１

〃

香椎４号岸壁及び同５号岸壁 福岡市東区香椎浜ふ頭４丁
目１４番及び１６番

〃

香椎６号岸壁 福岡市東区香椎浜ふ頭４丁
目１８番

〃

香椎８号岸壁及び同９号岸壁 福岡市東区香椎浜ふ頭３丁
目１７番１

〃

アイランドシティ５号岸壁から７号
岸壁

福岡市東区みなと香椎１丁目
２５番１、２５番６及び２９番

〃


